
令和５年７月６日 

 

学生の皆さんへ 

 

新型コロナウイルス感染症の対応について（見直し） 

 

 いつも感染対策に取り組んでいただき、ありがとうございます。 

 ５月８日付けで新型コロナウイルス感染症にかかわる療養期間および対応について示した

内容を以下のとおり見直します。 

医療従事者を目指す看護学生として、ご理解と協力をお願いします。 

 

【陽性者の対応】 

（無症状の場合） 

－検査日を０日として、５日間出席停止。※１ 

※１：実習施設への入り方は、施設と確認して指示する。 

実習施設に入れるかどうかは、その時の感染状況などから実習施設に確認して指示

するまでは実習施設に移動できない。 

（有症状の場合） 

－発症日を０日として、７日間出席停止。 

※１：実習施設への入り方は、施設と確認して指示する。 

実習施設に入れるかどうかは、その時の感染状況などから実習施設に確認して指示

するまでは実習施設に移動できない。 

※２：７日間経過し、かつ、症状軽快していたら、登校可。 

ただし、症状があれば、３日延長し、合計１０日間出席停止。 

    １１日目以降も症状軽快を認めない場合、医療機関等で抗原定量検査をうける。 

    その後の対応については、その都度指示する。  

 

【濃厚接触者の対応】 

－対 象：同居者が陽性、あるいは飲食や接触時などマスク未着用の状況で過ごした人が  

２日以内に陽性となった。 

－対 応：最終接触日または対策開始日を０日として、５日間の出席停止。 

    ６日めに抗原検査キットで陰性を確認して登校可。 

※１：実習施設への入り方は、施設と確認して指示する。 

実習施設に入れるかどうかは、その時の感染状況などから実習施設に確認して指示

するまでは実習施設に移動してはいけない。 

 

    （陽性者と生活の区別ができない場合） 

     陽性者の隔離解除日に医療機関等で抗原定量検査をうける。 

以上です。 

※この通知はホームページ（学生・保証人限定）に掲載します。必要時、確認してください。 


